
 40

12 一養豚場における豚流行性下痢ウイルスの侵入経路と
哺乳豚の感染要因調査 

中央家畜保健衛生所 
井上 大輔・元村 泰彦・下條 憲吾・ 
松森 洋一・吉野 文彦・平井 良夫・ 
田中 英隆・向原 要一 

 
 
豚流行性下痢（PED）はコロナウイルス科の PED

ウイルス（PEDV）によって引き起こされる豚の

急性伝染病である 11）。水溶性の下痢、嘔吐、脱

水を特徴とし、わが国では届出伝染病に指定さ

れている。すべての日齢の豚が発症しうるが、

特に若齢豚で症状が重篤化しやすく、哺乳豚で

の死亡率は時に 100%に達する 11, 12）。国内では昭

和 57 年から散発的な発生が確認され、平成に入

ってから大規模な発生が相次いだ。特に平成８

年には９道県 102 戸で約８万頭が発症し、哺乳

豚を中心に約４万頭の死亡が報告された９-12）。平

成 18 年まで散発的に発生があったが、その後７

年間確認されなかった。しかしながら、平成 25

年 10 月１日の沖縄県における発生を初発に、平

成 27 年１月 25 日までに 39 道県、のべ 905 戸で

発生（再発生を含む）、約 126 万３千頭が発症、

累計死亡頭数は約 39 万５千頭にのぼり、今もな

お全国各地で発生が相次いでいる。  

本県でも平成26年３月28日から平成27年１

月 14 日にかけて、26 例が発生し、約３万２千頭

が発症、１万頭以上の豚が死亡した。しかしな

がら、ウイルスの侵入防止策や発生時の被害低

減策について確実に効果が得られる対策法はま

だ確立されておらず、この確立は本県の養豚産

業を守るために緊急に取り組まねばならない重

要な課題となっている。そこで、PED の発生した

一養豚場において調査を行ったところ、被害低

減のために必要ないくつかの対策ポイントが明

らかとなった。 

 

１ 材料及び方法 

（１）ウイルス侵入経路調査 

調査対象農場は、母豚155頭飼養規模の一貫経

営農場で、開放豚舎が７棟あり、分娩舎ではオ

ールアウトが実施されていた。通報があった平

成26年５月14日（発生日）に立ち入り、疫学情

報の聞き取りを行うとともに、農場にある豚舎

７棟のうち６棟（分娩舎A、分娩舎B、子豚舎、

肥育舎、母豚舎A、母豚舎B）で、落下糞便を各

棟５個ずつ採取した。残る１棟である離乳舎に

ついては、立ち入り時、豚舎内に30および60日

齢の群があり、落下糞便を各群で５個ずつ採取

した。それらの材料を棟あるいは群ごとにプー

ルし、PEDVのRT-PCR８）を実施した。なお、落下

糞便の採取にあたっては、採取場所が豚舎内で

偏らないよう留意し、１豚房につき１個を採取

した。また、分娩舎では母豚由来の落下糞便を

採取した。 

 

（２）発生状況の分析 

発生日から症状が消失した平成26年７月１日

までの 49 日間に発症した豚群の日齢、発症頭数

および死亡頭数を集計し、分析を行った。 

 

（３）哺乳豚の感染要因調査 

発生 21 日目の６月４日、ウイルス侵入経路調

査と同様に、豚舎７棟において落下糞便を各棟

５個ずつ採取した。また、分娩舎２棟でそれぞ

れ２群ずつの母子を選定し、各群で哺乳豚およ

び母豚の直腸スワブ、母豚の口腔、体表（腹部

側面）、外陰部および乳房・乳頭のスワブ、分娩

台の床面および保温箱の床面・壁面のスワブを

１検体ずつ、各豚舎の通路床面および豚舎内壁

のスワブを５検体ずつ採取し、PEDV の RT-PCR８）

を実施した。また、分娩舎 B でスワブの採材対

象とした母豚１頭の初乳を採取し、レンネット

処理７）により分離した乳清を材料として、PEDV

の中和試験を実施した。なお、調査時分娩舎 A
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は発生中、分娩舎 B は発生が認められる５日前

であった。    

 

２ 成績 

（１）ウイルス侵入経路調査 

発生５日前の５月９日、分娩舎から離乳舎へ

豚の移動があり、同日、飼料運搬車両の立ち入

りがあった。この飼料業者は、他の発生農場に

も配達していた。農場入場時の車両の消毒は、

農場入口に設置していた手押し式噴霧器でなさ

れていた。発生３日前の５月 11 日、分娩舎２棟

でマイコプラズマワクチンの子豚への一斉接種

が実施された。同日、離乳舎において、４群 20

頭で散発的な嘔吐および下痢が発生し、抗生剤

による治療が施されたところ、２日後には症状

が改善傾向となったため、畜主は豚大腸菌症を

疑い、PED については疑っていなかった。しかし

ながら、５月 13 日に分娩舎 Bの１群で嘔吐およ

び下痢が発生し、その翌日、同様の症状が８群

63頭中30頭に拡大したため病性鑑定が実施され、

PED と診断された。さらに５月 15 日には、分娩

舎 Aで 17 群 180 頭が発症した。その他疫学関連

情報として、従業員の豚舎出入り時、長靴や衣

服の交換はなされていなかった。また、５月７

～９日に豚の出荷があったが、と畜場において

PED 発生農場との交差はなく、近隣農場において

もPEDの発生はなかった。なお、PEDワクチンは、

発生前から終息に至るまで使用されていなかっ

た。発生日の各豚舎における PEDV 遺伝子検出状

況については表－１のとおりで、分娩舎２棟と

離乳舎の 30 および 60 日齢の両群で遺伝子が検

出された。 

 

表－１ 各豚舎の PEDV 遺伝子検出状況と５月 15 日

までの発症状況（５月 14 日） 

豚舎 遺伝子 発症状況 

分娩舎 A ＋ ５月 15 日嘔吐, 下痢 

分娩舎 B ＋ ５月 13 日嘔吐, 下痢 

離乳舎（30 日齢） ＋ ５月 11 日嘔吐, 下痢 

離乳舎（60 日齢） ＋ ５月 11 日嘔吐, 下痢 

子豚舎 － 症状なし 

肥育舎 － 症状なし 

母豚舎 A － 症状なし 

母豚舎 B － 症状なし 

 

（２）発生状況の分析 

農場全体では、発生１週間ほどで全ステージ 

の豚が発症した後、哺乳豚のみで発生が継続し

た（図－１）。死亡したのは哺乳豚のみで、49 日

間で 209 頭が死亡した（図－２）。分娩舎２棟の

発生状況を調べたところ、症状が消失するまで、

どちらの分娩舎においても１群でも発症すると

豚舎内のほぼ全群が発症していた（表－２）。分

娩舎 A と比較して分娩舎 B の方が発生期間は短

かったが、死亡率が高く、群の平均発症日齢が

有意に低かった。哺乳豚全体の発症日齢を集計

したところ、発症豚群の 36.2％が１～２日齢で

発症していた（図－３）。哺乳豚群における群の

発症日齢と死亡率を比較した結果、発症日齢が

低い群ほど死亡率が高く、発症日齢と死亡率に

は高い負の相関が認められた（図－４）。 
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図－１ 各ステージにおける発症頭数の推移 
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図－２ 累積死亡頭数の推移 

 

表－２ 各分娩舎における発生状況および死亡状況 

 分娩舎 A 分娩舎 B 

発症開始月日 ５月 15 日 ５月 14 日 

症状消失月日 ７月１日 ６月８日 

症状消失までの 

発症率 

94.6％ 

（35/37 群） 

100％ 

（26/26 群） 

発症豚死亡率 
15.1％ 

（50/331 頭） 

78.3％ 

（170/217 頭）

発症日齢 

平均値±標準偏差 
13.6±9.7* 4.0±4.1* 

* p<0.00001 

 

また、産子がすべて死亡した群もあったが、こ

れらはすべて４日齢までに発症した群に限られ

ていた（図－５）。 

 

（３）哺乳豚の感染要因調査 

調査時、発生から 21 日が経過していたが、分

娩舎 A では６群で発生が認められ、発生の認め

られなかった 16 群のうち、13 群は既に産子がす

べて死亡した後であった。分娩舎 B では空舎後

に豚を入れ始めたばかりで、発生はなかったが、

この調査の５日後から発生した。両分娩舎では、

５月 14 日以降、動力噴霧器を用いた逆性石鹸に

よる畜舎消毒が毎日行われていたほか、分娩舎

における作業者の専従化等、分娩舎へのウイル

ス侵入防止対策が実施されていた。 

 

15.5%

5.2%

5.2%

3.4%

19.0%

17.2%

6.9%

6.9%
5.2%

5.2%

3.4%

3.4%

3.4%

 

図－３ 哺乳豚群の発症日齢（n=58） 
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図－４ 群の発症日齢と各日齢における総死亡率 
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図－５ 群の発症日齢と産子がすべて死亡した群の割合 

 
各豚舎の落下糞便の検査の結果は表－３のとお

りで、発生中であった分娩舎 Aのほか、分娩舎 B

と１棟の母豚舎で遺伝子が検出された。分娩舎

内の汚染状況については表－４のとおりで、発

生中の分娩舎 A では哺乳豚の直腸スワブと分娩

台の多くの部位で遺伝子が検出された。 

 

表－３ 各豚舎の PEDV 遺伝子検出状況（６月４日） 

* 分娩舎 Bでは５日後（６月 10 日）から発生 

 

表－４ 分娩舎の PEDV 遺伝子検出状況（６月４日） 

材料 分娩舎 A 分娩舎 B

分娩台環境 哺乳豚直腸便 ２/２* ０/２ 

 分娩台床面 ２/２ ０/２ 

 保温箱内床・壁 ２/２ ０/２ 

 母豚体表 １/２ ０/２ 

 母豚外陰部 １/２ ０/２ 

 母豚乳房・乳頭 １/２ ０/２ 

 母豚直腸便 ０/２ １/２ 

 母豚唾液 ０/２ ０/２ 

豚舎環境 落下便 １/１** １/１** 

 豚舎通路 ０/１** ０/１** 

 豚舎内壁 ０/１** ０/１** 

* 陽性数/検体数   ** ５検体を１プールとして検査 

 

まだ死亡していない哺乳豚は他の豚の下痢便が

全身体表に付着し（写真－１）、保温箱や分娩台

のいたる所が下痢便で汚染されていた（写真－

２）。一方、未発生の分娩舎 Bでも１頭の母豚の

直腸スワブから遺伝子が検出された。初乳の抗

体検査では、1,024 倍の抗体が検出された。なお、

この遺伝子が検出された母豚と初乳の抗体検査

を実施した母豚は同個体で、分娩舎 B で最初に

発症したのはその産子群であり、この群で死亡

した豚はいなかった。 

 

 

写真－１ 他の豚の下痢便が全身に付着した哺乳豚 

 

３ まとめおよび考察 

 発生日に実施した全豚舎の遺伝子検査では、

発生のあった分娩舎 B のほか、離乳舎の複数群

と未発生の分娩舎 A でも遺伝子が検出された。

このことから、発生前に離乳舎でみられた一過

性の下痢は PED によるものであり、立ち入り時 

豚舎 遺伝子 備考 

分娩舎 A ＋ 発生中 

分娩舎 B ＋ 非発生* 

母豚舎 A ＋ 非発生 

離乳舎 － 非発生 

子豚舎 － 非発生 

肥育舎 － 非発生 

母豚舎 B － 非発生 
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写真－２ 下痢便による保温箱内の汚染 

 

既に離乳舎内でウイルスがまん延していたこと

が示唆された。未発生であった分娩舎 A では、

この調査翌日から発生したことから、落下糞便

の遺伝子検査により発生が確認される少なくと

も１日前から豚舎へのウイルス侵入を察知可能

であり、PED 発生にかかる疫学解明に有効な方法

であることが示唆された。 

今回の全国的な PED の発生を受けて農林水産

省で実施された PED の疫学調査の結果、PED の感

染拡大要因として、発生農場間での生体豚の移

動、共通の出荷と畜場、堆肥処理施設、家畜運

搬業者および飼料運搬業者の利用に伴う共通の

車両の利用等が指摘されている６）。今回、聞き

取り調査で得られた疫学情報と遺伝子検査成績

から、当該農場におけるウイルス侵入および伝

播経路を推測したところ、飼料業者の車両ある

いは人が農場内にウイルスを持ち込んだ可能性

が疑われ、同日に行われた豚の移動や他の作業

に伴いウイルスが離乳舎に侵入、発症したが、

PED を疑わないままワクチン接種作業等を行っ

たことで分娩舎へ伝播し、爆発的な発生へとつ

ながった可能性が考えられた。本農場では手押

し式噴霧器での車両消毒が行われていたが、大

型車両の車両全体の消毒や、タイヤ溝やタイヤ

ハウスにこびりついた泥等を落とすのは困難と

考えられ、今後農場に入場する車両については

動力噴霧器等を用いた徹底的な消毒が必要と考

えられた。また、車外だけでなく、車内にウイ

ルスが存在する可能性があり４, ６）、乗降する人

についても長靴の履き替えや衣服の交換、車内

の清掃および消毒を実施し、農場に立ち入る業

者等がウイルスを持込むリスクを下げることが

重要である。また、万一農場内の敷地が汚染さ

れた場合であっても、豚舎にウイルスを持ち込

まないよう、平常時から豚舎、特に分娩舎入場

時の従業員の長靴の交換を徹底し、可能であれ

ば衣服の交換も実施するのが望ましい。 

 発生状況を分析したところ、発症はすべての

ステージの豚で起こっていたが、PED による死亡

は哺乳豚に集中していた。そこで、哺乳豚の発

症日齢を調査したところ、発症豚の約３分の１

が分娩後間もなく感染し、２日齢までに発症し

ていたことがわかった。分娩舎２棟で死亡率に

差が認められたが、平均発症日齢が低い豚舎の

方が死亡率が高く、哺乳豚全体でも発症日齢の

若さと死亡率の高さは高い相関を示した。また、

産子が全頭死亡したのは４日齢以下で発症した

群に限られていた。これらのことから、PED によ

る被害が大きくなる要因は、生後間もない哺乳

豚の発症の多さとそれら新生豚の死亡率の高さ

にあると考えられた。すなわち、新生豚の感染

あるいは発症を防ぐことができれば被害を小さ

くできるということであり、調査結果を見る限

り、感染や発症を完全に防ぐことができなくと

も、数日発症を遅らせるだけで確実に被害を低

減可能と推察された。 

 そこで、哺乳豚の感染要因について調査を行

った。当初、分娩舎のオールアウトを実施し、

徹底した豚舎消毒と人によるウイルス持込み防

止対策を行っていたにも関わらず、哺乳豚での

発生が継続する原因が不明であったが、未発生

の分娩舎Bにおいて母豚の糞便からPEDV遺伝子

が検出され、この母豚の産子が豚舎内で最初に

発症したことから、母豚の糞便が産子への感染

源となった可能性が高いと考えられた。海外で

実施された４週齢の豚を用いたPEDVの感染実験

で、接種後 30 日以上が経過しても糞便や口腔液

からPEDV遺伝子が検出された個体があったこと

や１, ５）、野外感染した母豚では、糞便だけでな

く血清や乳汁からも遺伝子が検出されたことが

報告されている２）。子豚を発症させるのに十分
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なウイルス量を母豚が排泄する期間等について

は今後の検証が必要と思われるが、母豚におけ

るウイルス排泄が収まらない限り、その産子が

発症する危険性があり、母豚のウイルス排泄期

間の短縮が発生の早期終息のための重要なポイ

ントと考えられた。この対策として、分娩舎に

おける発生が認められた場合、馴致により早期

にすべての母豚に強制的に感染させることで、

母豚群における感染伝播の長期化を防止し、感

染期間を短くする方法が考えられる。しかしな

がら、強毒株による馴致には様々なリスクがあ

り９, 11）、実施についての慎重な判断と、実施す

る場合はしっかりとした計画を立て、獣医師の

管理下で行う必要がある。 

一方、分娩舎 B でウイルスが検出された母豚

の初乳には高力価の抗体が含有されており、こ

の産子が５日後まで発症せず、死亡もなかった

のは、この乳汁免疫の防御効果であることが考

えられた。このことから、母豚における免疫状

態が被害低減に重要と考えられ、発生前からワ

クチンにより基礎免疫を持たせておくことで、

発生後の野外感染あるいは馴致により早期の強

力な免疫が誘導され、哺乳豚への高力価の抗体

を含有した初乳の給与、あるいは母豚体内での

ウイルス血症期間や乳汁中へのウイルス排泄期

間の短縮が期待される。ただし、多くの PED 発

生事例で発症母豚の泌乳停止がみられ 12, 13）、免

疫が誘導できても哺乳豚が母乳を摂取できない

場合その効果は得られないうえ、哺乳豚の栄養

失調や脱水、死亡につながるため、きめ細かい

観察と介護が必要である。 

発生中の分娩舎 A では、哺乳豚の直腸スワブ

と分娩台の多くの部位から遺伝子が検出された。

このことから、発生があった分娩台周囲は、発

症した哺乳豚の排出したウイルスにより重度に

汚染されており、容易に水平感染が起こりうる

状況にあると推察された。肉眼的にみられた同

腹の哺乳豚や分娩台周囲の糞便よる汚染状況と、

感染豚の糞便を１億分の１に希釈しても時に感

染が成立する３）PEDV の感染力の強さを併せて考

えると、おそらく、豚舎内で１頭でも発症した

場合、同腹豚への感染拡大を防ぐのはほぼ不可

能であり、豚舎内で作業者が一人の場合、人や

物を介した他群へのウイルス伝播を防止するの

は困難と考えられた。発生状況の分析で、豚舎

内で１群でも発生した場合、同豚舎内のほぼす

べての豚群が発症していたのは、上記の推察を

支持する成績と思われる。したがって、PED の終

息のためには、発症豚のいない清浄な豚舎での

分娩が必要であり、オールアウト後に徹底して

消毒を行った豚舎に、人や物によるウイルス持

込み防止対策を徹底したうえ、ウイルスを排泄

していない母豚を入れることが終息のためのポ

イントと推察される。 

本調査では、遺伝子検査を応用し、目に見え

ないウイルスの汚染状況を可視化し、そこに

様々な分析を加え、科学的根拠に裏付けされた

対策ポイントを示した。今回用いた落下糞便や

環境スワブを材料とした調査法は、豚の保定や

採血などの労力が必要なく簡便である上、リア

ルタイムにウイルスの動態を把握できるため、

得られたデータを基に効率的に清浄化対策をす

すめることができ、効果的である。また、生産

者にとっても汚染状況や対策の意義を理解しや

すいと考えられ、分娩舎のオールアウトができ

ない場合や、従業員の専従化が徹底できない場

合等、農場によって様々な状況があるが、農場

内の状況を見ながら、家畜防疫員と生産者が一

緒に対策方法を考えることで、困難な課題の克

服に役立つと思われる。今回、一農場の調査に

より PED 被害低減に資する一定の知見が得られ

たが、複数農場の調査を実施することで PED 対

策法の確立が期待でき、今後も調査を重ね、対

策のさらなる充実を目指したい。 
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